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すべての事業者に
個人情報保護法が施工されました！

個人情報とは？

生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるもの。企業が氏名と紐づけてその人物の情報を管理
していれば、基本的にそれらは全てその人物の個人情報に当たります。（例：従業員Ａの氏名、住所、連絡先、家族構
成、取得資格等を企業が管理していれば、それらは全て従業員Ａの個人情報となります。）

皆さんご存知のマイナンバーが導入される前に施行された「個人情
報保護法」は、その当時は“取り扱う個人情報の件数が過去６カ月

以内に5,000件を超えない小規模な民間事業者”は 対象外 でした。

ところが今回の個人情報保護法改定に伴い、適用除外とされている

小規模事業者（保有する個人情報が5,000人以下の企業）も、個人
情報保護法の対象 となりました。

なおマイナンバーは、「特定個人情報」として扱われる為、個人情報保護法以上に保護されます。
法律に定められた目的(社会保障・税・災害対策)以外での利用・提供はしてはいけません。

その為、情報漏洩や他人のマイナンバーを不正入手したり、第三者に不当提供すると厳しく罰せられます。

行為 法定刑

不当な利益を図る目的で、
マイナンバーを提供または盗用した

3年以下の懲役もしくは
150万円以下の罰金または併科

正当な理由なく、マイナンバーが記載された、
特定個人情報ファイルを提供した

4年以下の懲役もしくは
200万円以下の罰金または併科

情報提供ネットワークシステムに
従事する者が、秘密の漏洩または盗用

3年以下の懲役もしくは
150万円以下の罰金または併科
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対策項目を明確にし、
具体的な対策を取りましょう！

具体的にどうすれば良いの？

次面をご参照ください。

個人情報保護委員会：

より

http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/

http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/


マイナンバーを含めた、特定個人情報を的確かつ安全に管理・運用する為に、政府が安全管理措置ガイドラインを
設定・発表致しました。今回は数あるガイドラインに対して、まずは１つに絞り対策のご提案致します。

今回ご紹介したガイドライン以外にも、
いくつかのガイドラインが政府より策定されています。
各対策に関してもお客様に最適な対応ソリューションを
ご提案可能です。お気軽にご相談ください。

政府の安全管理措置ガイドライン

物理的安全管理措置

 特定個人情報等を取り扱う区域への入退室管理
 機器及び電子媒体等への盗難防止
 電子媒体持出時の漏洩防止
 マイナンバーの削除/機器及び電子媒体の破棄

防犯カメラ
入退室管理には様々なシステムソリューションが存在しますが、弊社は特定区域の監視に防犯カメラの設置をご
提案致します。防犯カメラは、大きな工事も必要なく今の環境をそのまま保持し、24時間休まずに入退室を監視
することができます。さらにカメラ設置することで犯罪抑止効果を得ることができます。

防犯カメラで現場を映し続けても意味がありません。昼夜問わず特定区域を24時間 録画し続ける 必要があります。
巷でよく見かける今までのアナログカメラでは、綺麗な映像を映し、そしてそれを綺麗に保存することは難しいの
が実情です。弊社は、手軽に導入･運用ができ、拡張性のあるネットワークカメラをご提案しております。

従来カメラVGAフルHD 1080P

フルHDだから拡大してもクッキリ、鮮明

弊社はお客様の環境や目的･ご予算に合わせて、様々なメーカーと機種から最適なカメラをご提案致します。

24時間録画し続け、再生/場面切り取りが簡単な録画システム

お客様の悩みを様々なITソリューションで解決します。

株式会社カイエンエンタープライズ

住所

カイエンエンタープライズ

熊本県合志市豊岡2000-2033

「うちはもう監視カメラあるから大丈夫だよ！」

監視カメラの映像は、顔などが映り、個人が特定できるものであれば、

この映像も十分に「個人情報」として取り扱われます。
もし記録データが紛失・盗難などしたら…「個人情報漏えい事件」として取り扱われるので注意が必要です！

いやいや、

http://www.kaien-ent.com
http://www.facebook.com/KAIENENT/

HP

TEL&FAX 096-200-4624
E-Mail sales@kaien-ent.com（24時間365日対応）

（平日9:00～18:00対応）
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